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国の予算案編成過程で審議される予算額及び個所付け

等について、予算案編成過程を国民及び地方自治体へ

の公開について 

 

 

 現在、国における予算内示は、地方自治体への補助金等を含め国土計

画上重要な大型事業等についても予算案編成過程は公表されず、国会に

おいて予算案が可決された後に地方自治体に通知されています。 

 しかしながら、政治主導による国土計画上重要な大型事業については、

地域住民の安定した生活や地方自治体の命運を左右しかねないことから、

予算案編成作業の各段階において国民及び地方自治体へ公表し、政策決

定の過程の透明化を図るよう要望します。 

 また、決定前の段階で地方の意見を聴取するシステムを整備し、地方

の意見を反映するよう要望します。 

 

 




